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社会福祉法人ぽぽんがぽん 

身体拘束等適正化のための指針（グループホーム） 

 

前文 

今の社会は「障害者」を劣った者と認識しています。この社会で生きてきたあなたは、当然なが

ら「障害者」を劣った者と認識するでしょう。 

まずはそのことをしっかりと自覚することが、わたしたち支援者が虐待をしないために必要な第

一歩だと考えます。 

 特に知的障害のある人に対しては「わからない人」「できない人」と認識してしまうことが多いで

しょう。そのため支援者は「教えてあげる」「指導してあげる」「訓練してあげる」「決めてあげる」「や

ってあげる」ことが支援だと勘違いしてしまうことが多くあります。 

 その結果として、不適切な支援が悪意なく行われ、高じて虐待となることがあります。 

私たちの考える自立とは、決して「何でも一人でできる」ことを指したものではなく、相互にささ

えあう社会のなかで、必要な支援を使い、充分な情報のもと「自分のことは自分で決める」という

ことです。（設立趣意書より抜粋） 

もう一つの危険性として、自分は「障害者」を差別などしておらず対等であると思っている場

合、自分と「障害者」の置かれている立場の違いを踏まえずに、支援者の価値観を押し付けてしま

うことが起こります。「できるのにやらないのは間違っている」「してはいけないことをするのは許し

てはいけない」などと憤りを感じてしまいます。その結果として、支援者は正しいと信じて不適切な

支援を行い、高じて虐待となることがあります。 

自分の支援が本当にこれでよいのか常に考え続けることが私たちの仕事です。悩んだ時は相

談してください。みんなで「当事者主体」の支援を実践していきましょう。 

 

 以下、１番から６番に法人全体に共通する内容を、また、７番に「事業所毎の留意事項（グループ

ホーム）」を記載し、「身体拘束等適正化のための指針（グループホーム）」を策定するものです。 

 

１．身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方 

 

（１） 身体拘束・行動制限（以下、「身体拘束等」という。）は、障害のある人の身体的・物理的な自

由を奪い、行動を抑制または停止することであり、本人の尊厳を侵害する行為です。 

当法人は、利用者または他の利用者の生命または身体、権利を保護するため緊急やむを得

ない場合を除き、原則として身体拘束等を禁止します。 

いずれの事業所においても利用者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束等を安易に正当化す

ることなく、職員一人ひとりが身体拘束等をしない支援、より良い支援に向けた取り組みを模索

し続けます。 

 

（２） 「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」（令和2年10月 厚生労

働省）では、身体拘束等として以下の具体例が挙げられていますが、あくまで例であり、これら

だけには限りません。 

 

① 車いすやベッド等に縛り付ける。 

② 手指の機能を制限するために、ミトン型の手袋を付ける。 

③ 行動を制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。 

④ 支援者が自分の体で利用者を押さえ付けて行動を制限する。 
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⑤ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 

⑥ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 

 

なお、同手引きには、車いすベルト等に関して、次の記述がありますので留意が必要です。 

 

 

また、「身体拘束ゼロへの手引き」（平成13年3月 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」）

では、介護保険指定基準において禁止の対象となっている行為として、以下の例が挙げられてい

ます。 

① 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 

③ 自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む。 

④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 

⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指

の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 

⑥ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Ｙ字型拘束帯や腰ベルト、車

いすテーブルをつける。 

⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。 

⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる。 

⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。 

⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 

⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。 

 

（３） 身体拘束等による弊害 

 

① 身体的な問題（利用者にケガをさせる、場合によっては命に関わる事態になる、圧迫等によ

ただし、肢体不自由、特に体幹機能障害がある利用者が、残存機能を活かせるよう、安定し

た着座姿勢を保持するための工夫の結果として、ベルト類を装着して身体を固定する行為は、

「やむを得ない身体拘束」ではなく、その行為を行わないことがかえって虐待に該当するため留

意が必要です（P.34)。 

 

３ 座位保持装置等に付属するベルトやテーブルの使用 

 

・・・身体拘束に該当する行為とは、本人の身体の機能や行動を制限する目的で行われる各

種の行為であると解されるため、座位保持装置等にみられるように障害者の身体状況に合わ

せて変形や拘縮を防止し、体幹を安定させることで活動性を高める目的で使用されるベルトや

テーブルについては、一律に身体拘束と判断することは適切ではありません。身体拘束か否か

は、目的に応じて適切に判断することが求められます。 

 ただし、座位保持装置等であっても、肢体不自由、特に体幹機能障害がある利用者が、残存

機能を活かせるよう、安定した着座姿勢を保持するための工夫の結果として、ベルト類を装着

して身体を固定する行為を除き、ベルトやテーブルをしたまま障害者をいすの上で漫然と長時

間放置するような行為については身体拘束に該当する場合もあるため、医師や理学療法士・

作業療法士等の専門職の意見を踏まえ、座位保持装置等を使用する場面や目的・理由を明確

にし、ご本人並びに家族の意見を定期的に確認し（モニタリング）、その意見・同意を個別支援

計画に記載することが必要です・・・（P.36～37）。 
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り内臓に影響が出る等） 

② 精神的な問題（利用者を委縮させる、不安な気持ちにさせる、よけいに興奮させる等） 

③ 社会的な問題（利用者の活動や社会参加の機会を制限する、奪う等） 

 

（４） やむを得ず身体拘束等を行わざるを得ない場合 

 

① ３要件からの検討 

 

やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の３要件を全て満たす必要があります。３要件

に合致しているからといって、安易に「身体拘束等を行ってよい」とするものではなく、その検討

と判断は、組織的にかつ慎重に行います。 

 

1） 切迫性 

利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高

いことが要件となります。切迫性を判断する場合には、身体拘束を行うことにより本人の日

常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要な程度まで利

用者本人等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要がありま

す。 

 

2） 非代替性 

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないことが要件となります。非

代替性を判断する場合には、まず身体拘束を行わずに支援する全ての方法の可能性を検討

し、利用者本人等の生命又は身体を保護するという観点から、他に代替手法が存在しないこ

とを複数職員で確認する必要があります。また、拘束の方法についても、利用者本人の状態

像等に応じて最も制限の少ない方法を選択する必要があります。 

 

3） 一時性 

身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件となります。一時性を判断する場

合には、本人の状態像等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要がありま

す。  

 

② 必要な手続き等 

 

やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の手続き等を行います。 

 

1） 組織による決定 

３要件について個別支援会議等で検討し、３要件を全て満たしていても、なお慎重に検討

した上で組織的に決定します。 

 

2） 個別支援計画への記載 

身体拘束等の態様及び時間、緊急やむを得ない理由を記載します。その場合、単に３要件

に合致したという書き方ではなく、３要件から検討した内容を具体的に記載するとともに、身

体拘束等をなくす取り組みと再検討の時期についても記載します。 

 

3） 本人・家族等への説明と同意 

身体拘束等を行う場合には、これらの手続きの中で、適宜利用者本人や家族等に十分に
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説明を行い、同意を得ます。その際には、個別支援計画とは別に説明書（兼同意書）を用意

し、身体拘束等の態様及び時間、緊急やむを得ない理由、３要件から検討した具体的な内容

及び、身体拘束等をなくす取り組みと再検討の時期について理解を得るよう努めます。 

 

4） 必要な事項の記録 

身体拘束等を行った場合には、所定の様式にその態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録します。記録に際しては、３要件に

沿った具体的な内容を記入します。 

また、この記録は５年間保存します。 

 

5） 身体拘束等をする必要がなくなった場合 

身体拘束等をなくす取り組みを行い、また再検討を行った結果、身体拘束等をする必要が

なくなった場合は、速やかに身体拘束等を解消します。解消を行った場合は、家族等に報告

します。 

 

２．身体拘束等適正化検討委員会その他の組織に関する事項 

 

（１） 身体拘束等適正化検討委員会の設置 

 

身体拘束等の適正化に取り組むため、身体拘束等適正化検討委員会（以下「委員会」という。）

を設置します。 

なお、この委員会は、障害者虐待防止委員会も兼ねることとします（常に、両委員会それぞれの

課題を検討）。 

 

（２） 委員会の構成員及び責務と役割分担 

 

① 法人事務局長（（５）で定める、身体拘束等適正化総括責任者） 

② 各事業所の管理者（同、身体拘束等適正化責任者） 

③ 外部委員 

④ 必要に応じて各事業所職員等 

 

＊ 各構成員の責務と役割は、委員会において検討し、明確化しておきます。 

 

（３） 委員会の検討項目 

 

① 身体拘束等について報告するための様式を整備すること。 

② 従業者は、身体拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、①の様式に従

い、身体拘束等について報告すること。 

③ 身体拘束等適正化検討委員会において、②により報告された事例を集計し、分析するこ

と。 

④ 事例の分析に当たっては、身体拘束等の発生時の状況等を分析し、身体拘束等の発生原

因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。 

⑤ 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。 

⑥ 適正化策を講じた後に、その効果について検証すること。 
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（４） 委員会の開催 

 

頻度は、少なくとも年2回とし、必要に応じて適宜開催します。 

更に、会議で話し合われたことを、個人情報保護の上、職員に周知徹底していきます。 

 

（５） 身体拘束等適正化総括責任者、同責任者、同担当者について 

  

① 法人事務局長を、身体拘束等適正化総括責任者とします。 

② 事業所管理者を、事業所の身体拘束等適正化責任者とします。 

③ サービス管理責任者・サービス提供責任者・相談支援専門員などの内、総括責任者により

指名されたものを、事業所の身体拘束等適正化担当者とします。 

 ＊ 担当者は責任者の、責任者は総括責任者の指示のもと、また相互に連携を図り、法人・事業

所における身体拘束等適正化に取り組みます。 

  

３．身体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

 

 法人全体での職員研修を年1回開催し、障害者虐待防止に係る研修も兼ねる内容としますが、

新規採用時には、別途必ず実施します。 

また、事業所毎では、特に現場の悩みに応じた実践的な研修を企画し、研修を行うことで、職員

同士のコミュニケーションの活性化も図ります。 

なお、いずれの研修についても、実施概要を記録しておきます。 

 

４．事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針及び、身体拘束等

発生時の対応に関する基本方針 

 

（１） 個別支援計画に記載がある身体拘束等を行った場合 

   

職員は、所定の様式に記録を作成します。 

同責任者及び同担当者は、職員と共に、個別支援会議等で解消に向けた検証を行います。 

また、「２．身体拘束等適正化検討委員会その他の組織に関する事項 （３） 委員会の検討項

目」に基づき、委員会で検討します。 

 

（２） 個別支援計画に記載がない身体拘束等を行った場合 

 

職員は、発生の都度、身体拘束等適正化責任者又は同担当者に報告するとともに、所定の様

式に記録を作成します。 

同責任者及び同担当者は、総括責任者に報告すると共に、職員と共に、個別支援会議等で改

めて３要件を満たしていたかどうかの確認と、今後どうしていくのかについて検討します（解消に

向けた検証を含む）。 

そして、今後も行わざるを得ない可能性がある場合は、個別支援計画を見直し、本人・家族等

への説明と同意等、必要な手続きを行います。 

一方、仮に３要件を満たしていない場合は、速やかに「正当な理由のない身体拘束＝身体的虐

待」として、別途策定する「障害者虐待防止のための指針」に基づき、行政に通報します。 

また、「２．身体拘束等適正化検討委員会その他の組織に関する事項 （３） 委員会の検討項

目」に基づき、委員会で検討します。 
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５．利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

 

この指針については、各事業所において誰でも閲覧できるように配置するほか、ホームページ

にも掲載し、公表します。 

 また、合理的配慮の一環として、「分かり易い版」を作成し、利用者への説明の際に、必要に応じ

て活用します（本人の希望によっては、「分かり易い」版ではなく、この指針を使います）。 

 

６．その他、身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

 

身体拘束等の適正化の推進のためには、いわゆる問題行動と思われる言動をしている利用者

の状況を、「問題を訴えている行動」として捉え直し、またその背景を探る事が、極めて重要です。 

その際、氷山モデル等を活用し、本人の障害特性と環境との間の相互作用として、それらの言

動が出現しているという事を理解することが必要です。 

そうした視点がないと、表面的に行動を抑制する方向に向き、結果として正当な理由のない身

体拘束等につながってしまいます。 

 これらの視点を持ち、実践することで、身体拘束等の適正化に留まらず、更によりよい支援を模

索していくことが可能なことを、共通認識としておきたいと思います。 

 

７．事業所毎の留意事項（グループホーム） 

 

以下に、事業所（グループホーム）としての留意事項を追加します。 

 

（１） ホームは、利用者の方の「家」です。その生活主体は、利用者の方ご本人たちであることを基

本としています。 

迎え入れ等の支援準備などで、便宜的に先に入室することがありますが、指定している時間

外に入室することは、利用者の方の立場では快く思わないと思います。 

支援中だとしても、居室入室する際は、黙って入室せずにノックして入室確認を行ってからに

しましょう。 

 

（２） 利用者の方は、入居の経緯や生活文化、背景、価値観はさまざまです。それらを尊重したう

えで、一人ひとりが自分らしい生活を築いていくことになります。共同生活の中で、様々な摩擦

が起こるため調和をとらなければならない場面もあります。利用者の方の築く生活文化等に寄

り添い、柔軟に対応していく必要があります。利用者の方と信頼関係を築きながら、柔軟に調

和を取りながら、グループホームの生活文化を形成することが必要です。 

 

（３） 世話人・生活支援員の基本的な姿勢は、「受容、傾聴、共感」が大切です。世話人・生活支

援員それぞれの個人的な価値観のみで利用者の方に向き合ってしまうと困惑させてしまいま

す。 

世話人はそれぞれに情報を共有し、支援上の目標や課題を共有しながら、支援の方向性を

合わせていく働きかけを相互にしていくことで、「チームケア」の実現につながります。 

 

（４） 金銭や貴重品を預かることがあります。金庫預かり表に記入を行い、月ごとにご家族や後

見人等へ報告をおこないます。またご家族等からこづかい等を預かった際は、預かり証に必要

事項を記載したうえでご家族等にお渡しします。担当者等が預り金等の状況確認のため、金銭

管理チェックを週に１度程度行う等、複数の目で把握します。 
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附則 

 

 本指針は令和４年（2022年）６月2日から施行し、令和４年（2022年）４月１日から適用します。 

本指針の改正は、理事長が行い、理事会に報告します。 

 


